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【論文審査の結果の要旨】 

 

 本論文は、今日の日本女性史の全研究者が、井上清『日本女性史』（三一書房、1949 年）及び高群

逸枝『女性の歴史』全４巻（講談社、1954～58 年）の二著を、戦後の研究の嚆矢として自明視してい

ることに疑義を呈することから始められる。その上で筆者は、この二著が刊行された 1950 年前後の時

期の女性史研究に改めて光を当て、第一に、この二著以外の諸研究の成果を正当に評価し、第二に、

この二著のみが注目されるに至った理由や背景を解明することを目的とする。その際、単に女性史研

究の動向を追うのみではなく、1950 年前後の女性労働者が執筆した文章を渉猟し、人間、特に女性の

生き方の問題として、真剣に女性の歴史を学ぼうとした人びとの思索の足跡を丁寧に追跡しているが、

ここに著しい独創性が感じられる。 

 本論文の具体的な成果の第一点目は、序章において史学史を詳細に分析する中で、戦後、再出発し

た日本の歴史学研究が叙述をめぐる模索を繰り返し、その過程で大きな論争が展開するに至ったこと

を女性史研究と関連づけて論述していることである。いわゆる「昭和史論争」には、従来、歴史学は

もとより、それ以外の人文・社会科学研究者の強い関心が向けられていたが、その余波が 1970 年代前

半に繰り広げられた女性史論争（井上清と村上信彦とを主役とした論争）にまで大きな影響を与えて

いたという指摘は、本論文によって初めて具体的・実証的になされたと言えよう。 

 第二点目は、雑誌『働く婦人』（1946 年４月創刊、全 37 号）を詳細に検討し、特に読者投稿欄や誌

上討論欄に着目し、その中から当時の女性労働者の実態を描き出すとともに、彼女たちの歴史学習熱

の実相を明らかにしていることである。こうした筆者の視点と手法は、紡績労働者の生活記録を分析

する上でも存分に発揮され、新しい研究地平を切り開くことに成功している。 

 第三点目は、井上と高群の陰で、言わば「忘れ去られた」女性史研究者たちを掘り起こす作業の結

果、井上以前に『女性文化史』（新府書房、1946 年）を刊行していた遠藤元男や、井上の著書を批判

的に読んだ上で三井ゆり子編『近代日本の女性』（五月書房、1953 年）を刊行した民科婦人問題部会

の活動に着目し、敗戦直後の日本の文化状況においては、井上や高群に代表させることができない多

様な言説が存在していたことを指摘し、これらの著作に改めて今日的意義を与えていることである。 

 本論文は、題目に示されている通り、「女性労働者」と「女性史研究」という二本柱で構成されてい

る。ただ前者においては、女性労働者の「実態」を描く素材として、読者投稿文のみが利用されてお

り、統計や客観的史料が等閑視されている。また後者においても、戦後、女性史と同様に「解放史」

がクローズアップされた部落問題との比較の視点が欠如している。このように小さくはない問題点と

今後の課題とを内包しているものの、本論文が「忘れ去られた」女性史研究者を掘り起こし、その諸

成果を再評価したことによって、これからの研究の方向性に大きな広がりがもたらされたことは、女

性史研究の分野においてはもちろん、史学史の分野においても、その画期性を高く評価することがで

きる。 

 以上のような所見から、本委員会は本論文が博士論文として合格であると判定した。 

 



 

【最終試験の結果の要旨】 

 

 

審査委員会を構成する５名の委員（三澤 純・新井英永・坂元昌樹・安高啓明・中川順子）は、2016

年１月 22 日（金）午前 10 時から正午まで、法文棟小会議室において、提出された学位請求論文「1950

年前後の女性労働者と女性史研究」についての、学術的意義・内容の独創性・研究の先進性・論旨の

一貫性等の観点から、口頭試問を行い、審査を行った。また 2016 年１月 30 日（土）午前 11 時から正

午まで、法文棟Ａ－３教室において、学位論文公開発表会を実施し、審査委員はもとより、委員以外

の参加者も含めて、質疑が出された。この口頭試問及び公開発表会において、いずれの場でも、論文

執筆者は提出された質疑に適切かつ明快な応答を行った。 

 以上のことから、本審査委員会は、論文提出者が当該研究テーマ及び関連領域について博士の学位

にふさわしい学力及び専門的知識を十分に備えていることを確認し、博士（文学）の学位を授与でき

るものと判断した。  
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                        主査 三澤 純 

                        委員 新井 英永 

                        委員 坂元 昌樹 

                        委員 安髙 啓明 

                        委員 中川 順子 


